
＜別紙２－１(共通評価・保育所版）＞ （別紙）

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

【1】 Ⅰ－1－(１)－①　
b

Ⅰ-２　経営状況の把握

第三者評価結果

【2】 Ⅰ－２－(１)－①
b

【３】 Ⅰ－２－(１)－②
b

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。

<コメント>

法人は「将来の設備投資に向けて計画的に積み立てを行うこと」を経営課題として掲げ、理事会
で決議しています。経営課題や決算の状況は、園長が園長・主任会議に出席して把握し、毎月
の全体会議などで職員に説明して周知していますが、職員の理解を深めることが期待されます。
会議に出席していない職員には議事録の回覧や、毎日の申し送りミーティングでリーダーに説明
して、リーダーから各担当に周知するようにしています。園長は、経営課題の実現に向けて、保
育材料、備品などの物品の購入に際しては価格比較を行い、経費節減に努めています。

園では「これからの社会を担う子どもの健やかな育ちを求め、一人ひとりの子どもの心と伸びよう
とする力を大切にした保育を目指す」を保育理念として掲げています。保育理念・目標は、駐輪
場の掲示板や各クラスなどに掲示しているほか、ホームページや入園のしおりに記載して周知し
ています。また、年度初めの全体会議で読み合わせをして、職員の共通理解に努めています。
園では、非常勤社員、派遣社員への周知を今後の課題と考えています。保護者には、掲示のほ
か、入園説明会や保育説明会・保護者会総会・保護者懇談会で説明して理解を促しています。
また、見学者にも、パンフレットで保育目標を説明しています。

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。　

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

<コメント>

社会福祉事業全体の動向は、理事長が福祉医療関係の研修に参加し、情報収集して分析して
います。理事長が把握した情報は、園長が園長・主任会議に出席して情報収集しています。ま
た、全国保育協議会や川崎市社会福祉協議会からも情報収集しています。地域の各種福祉計
画は、園長が行政から入手して内容を把握し分析しています。地域の課題や実情は、多摩区の
公私立保育園園長会議、園長・校長連絡会、幼保小連絡会議や、民生委員・地域住民との交
流、近隣園との情報交換などから、情報収集しています。また、コスト分析は、毎月収支を確認し
ています。利用率の分析は、月別利用者数を事業報告で法人に報告しています。

第三者評価結果

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準
（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基づいた評価結果を表示する。
※評価項目毎に第三者評価機関判定理由等のコメ
ントを記述する。

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

<コメント>



Ⅰ-３　事業計画の策定

第三者評価結果

【4】 Ⅰ－３－(１)－①
a

【5】 Ⅰ－３－(１)－②
b

【6】 Ⅰ－３－(２)－①
b

【7】 Ⅰ－３－(２)－②
b

<コメント>

園長は、法人の方針や考えに基づき、日常会話・会議・個別面談などから把握した職員の意見
や次年度の担任の意見を踏まえて、法人と協議して年度事業計画を作成しています。年度事業
計画は、実施状況や成果などの評価を行い、当該年度の事業報告を作成しています。その評価
や職員の意見、園の自己評価を踏まえて、次年度の事業計画を作成しています。当該年度の事
業報告と次年度の事業計画は、理事会で報告しています。園では、年度事業計画を職員に周知
しておらず、今後の課題としています。

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい
る。

<コメント>

年度事業計画の「事業予定」から、分野別教育（リトミック、英会話、体育、わらべうた、制作活
動、科学）などを園としての特徴的な保育内容として、保護者説明会資料に記載して、保育説明
会・保護者会総会・保護者懇談会で説明しています。また、年度事業計画の「年間行事予定」を4
月に園だよりと一緒に保護者に配布しています。事業計画の個別の取組内容やトピックスは、適
宜園だよりと一緒に配布するクラス便りで、保護者に伝えています。

<コメント>

園では、保育理念・方針の実現に向けて、長期計画（2014年度～2023年度）と中期計画（2019年
度～2023年度）を作成しています。長期計画は「教育の充実」「職員の充実」「職場環境の整備」
の3項目で、専門講師の導入や研修の実施時期、リーダー職員の目標人数など具体的な目標を
明記し、経営課題や問題点の解決・改善に計画的に取り組めるよう作成しています。中期計画
は、長期計画の3項目に「保護者との信頼関係」「地域への貢献」「第三者評価受審」を加えた6項
目で作成しています。中・長期計画は、園長が職員の意見も踏まえ法人と協議して作成していま
す。また、計画は、年度末など必要に応じて見直しています。

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されて
いる。

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが
組織的に行われ、職員が理解している。

<コメント>

園では、中・長期計画を踏まえて年度事業計画を作成しています。年度事業計画は「事業予定」
と「年間行事予定」に分けて作成しています。「事業予定」は、乳児保育、障害児保育、延長保
育、地域子育て支援、分野別教育、健康教育、地域交流、研修の充実等について、時期や人
数、方法などを明確にした具体的な内容になっています。「年間行事予定」は、夏まつり、運動会
などの行事や保護者懇談会、保育参観などの保護者向けの行事を明示しています。今年度、園
としては新型コロナ禍への対応として、空気清浄機や非接触型体温計などの衛生面の環境備品
の整備に力を入れて取り組んでいます。

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。



Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果

【8】 Ⅰ－４－(１)－①
a

【9】 Ⅰ－４－(１)－②
b

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】 Ⅱ－1－(１)－①
b

【11】 Ⅱ－1－(１)－②
b

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。

<コメント>

園長は、行政のマネジメント研修で法令遵守について学び、利害関係者と適切な関係を保持す
るよう努めています。園の業務は、児童福祉法、労働基準法、個人情報保護法、児童虐待防止
法等に留意して運営しています。法令改正の情報は、法人の社会保険労務士や行政からの案
内で把握して職員に周知しています。法令に関することで確認が必要な場合は、法人の社会保
険労務士や税理士に相談しています。職員には、挨拶と振る舞い、身だしなみ、言葉使い等の
基本的なことをまとめた「保育士の心得」や、法人の「倫理規定」（全国保育士会倫理綱領）など
で、職員が遵守するべき事項を職員に周知しています。

毎年実施する「園の自己評価」は、園内研修や全体会議に出席した職員が話し合って評価して
います。今回の「第三者評価の自己評価」は、4～5人のグループで各自が評価したものを持ち寄
り、リーダーが中心となってグループの意見を取りまとめ、集約したものを基に、園長と主任が最
終評価を行いました。園の自己評価の結果は、事業報告や次年度の事業計画などに反映してい
ます。園の課題の一つとして、保護者支援の強化を挙げています。対策として、個人面談を実施
し、成長発達や保育園での様子を丁寧に伝えるようにしました。

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている。

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

<コメント>

園長は、園の経営・管理に関する方針と取組を中・長期計画、年度事業計画で明確にしていま
す。また、自らの役割と責任については、保護者説明会資料や、園だよりで表明しています。役
割と責任の具体的な内容は、「運営規程」「職務分担表」に記載しています。職員には、全体会議
などで園長が説明していますが、職員の理解を深めることが期待されます。災害時における園長
の役割と責任は、防火管理者としてマニュアルに役割を明示しています。園長不在時の権限移
譲については、保育管理規定に「園長に事故ある時，又は欠けた時は、主任保育士がその職務
を代理する」と明記して職員に周知しています。

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機
能している。

<コメント>

教育年間指導計画や月間指導計画は、自己評価を行う様式としており、日常業務を行うことによ
り、職員にPDCAの実践が身につく仕組みとしています。園では、年度後半の園内研修や全体会
議で、保育内容、食育活動、地域交流、衛生、研修、保護者支援などについて、園の自己評価を
実施しています。自己評価では、実施したこと、課題、対策などで定性的に評価しています。ま
た、保育内容、行事、分野別教育について振り返りを行い、自己評価と合わせ「年間保育振り返
り」としてまとめ、玄関に掲示して保護者に公表しています。また、今年度2回目の第三者評価を
受審して、組織的な保育の質の向上に取り組んでいます。

　評価結果にもとづき保育所として取り組むべき課題を
明確にし、計画的な改善策を実施している。

<コメント>



【12】 Ⅱ－1－(２)－①
b

【13】 Ⅱ－1－(２)－②
b

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】 Ⅱ－２－(１)－①
b

【15】 Ⅱ－２－(１)－②
b

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計
画が確立し、取組が実施されている。

<コメント>

園では、保育の目指すべき姿や、初任者・中堅（前期、後期）・主任・園長の区分で、「資質向上
のための目標」「実現のための取組内容」「資格取得のための支援の実施内容（共通)」からなる
人材育成計画を作成して、人材育成に取り組んでいます。「実現のための取組内容」では、受講
すべき研修を明示しています。毎年10月頃に、来年度の希望の担当クラス、保育や業務での悩
みなどを確認する職員の意向調査を行い、翌年度の勤務継続の意向などを把握し、次年度の要
員計画を検討しています。採用活動は、園が保育士養成学校への募集活動や、ホームページ、
ハローワーク、求人サイトを活用して行っています。

　総合的な人事管理が行われている。

<コメント>

園では、人材育成計画の「資質向上のための具体的な目標」で、全体及び職員の階層別の期待
する職員像を明示しています。採用、昇進、昇格の基準は、就業規則と給与規定に明示していま
す。園長は、職員別に目標共有シートに基づき、年度始めと年度末の年2回面談を実施して、人
事考課を行っています。人事考課は、業績評定（仕事の成果）とプロセス評定（仕事への取組姿
勢、知識・技術の活用、課題への対応、コミュニケーション、チームワーク）で評価しています。園
では、人材育成計画を定め、職員が自らの将来的な姿を描くことのできる総合的な人事制度と
なっています。

園長は、1日に2～3回の保育室での観察や保育日誌で、保育の質の現状について日常的に評
価・分析しています。評価・分析は、年間指導計画などの各計画と齟齬がないかなどに基づき
行っています。気になったことがあった場合は、主任と連携して都度指導しています。また、必要
に応じて申し送りミーティングなどで話題にしています。園では、年度事業計画に「保育の質の向
上のための研修等の充実」を掲げ、行政主催の研修への参加などを進めています。園長は、保
育の質の向上に向け、人権の尊重を課題として掲げ、区の「人権と人材育成」の研修を受講した
主任を中心に、言葉かけや対応で注意することの定着に向け全員で取り組んでいます。

　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を
発揮している。

<コメント>

園長は、収支管理や労務管理を通じて、経営の改善や業務の実効性の向上に向けた分析を
行っています。人員配置は、担当制をとっている0、1歳児と障害児が所属しているクラスでは、国
や市の基準を上回る要員を配置しています。キャリアの異なる職員と組むように担当を決め、学
べる環境を作っています。また、職員のキャリアや意欲に応じて、クラスリーダーなどの役割を決
めるといった工夫をしています。職場の環境整備として、保育室から離れた場所で1時間の休憩
をとれるようにする、会議などは午後1時から3時の間や午前中に短時間で行う、などの取組を
行っています。業務の実効性を高める取組は、園長と主任が連携して行っています。

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。　

Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

　保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を
発揮している。

<コメント>



【16】 Ⅱ－２－(２)－①
b

【17】 Ⅱ－２－(３)－①
b

【18】 Ⅱ－２－(３)－②
b

<コメント>

【19】 Ⅱ－２－(３)－③
b

【20】 Ⅱ－２－(４)－①
b

園では、人材育成計画の「資質向上のための具体的な目標」で、全体及び職員の階層別の期待
する職員像を明示しています。また、「実現のための取組内容」では、全体の園内研修と階層別
の外部研修（市のキャリアアップ研修や区主催の研修）を明示しています。園内研修では、研修
報告会やヒヤリハット、新型コロナウイルス感染予防対策のほか、水遊びプール遊びの注意点
及びAED使用や、園の自己評価をテーマとした研修を計画し取り組んでいます。従来柱としてい
た園医などの外部講師による研修は、新型コロナ禍で中止しています。園では、研修の実施状
況や研修報告を基に研修の見直しを行っています。

園では、入職時の履歴書や面談内容や研修の受講状況などを基に、職員の知識、技術水準を
把握しています。入職者については、入職前にオリエンテーションや事前保育実習を2～3日程度
実施しています。入職後はクラスリーダーや主任の指導のもとOJTを行っています。また、市の
キャリアアップ研修や、区・療育センター主催の研修などの外部研修にも積極的に参加している
ほか、園内研修を実施しています。市のキャリアアップ研修などのスキルアップに必要な研修
は、適格者を指名して受講してもらっています。園長は、職員一人ひとりが研修を平等に受講で
きるよう配慮しています。園では、資格取得研修の受講料や交通費を負担しています。

Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につい
て体制を整備し、積極的な取組をしている。

<コメント>

園では、実習生受け入れマニュアルを整備して、基本的な姿勢を明示しています。実習の1か月
前までに主任が、オリエンテーションで、保育理念や日常業務の説明や諸注意、実習で学びたい
ことなどの確認を行っているほか、個人情報の守秘義務についても説明しています。プログラム
は、実習生のスキルに合わせたものを用意しています。園長は、実習の前に主任に、指導内容
や方法などに関する研修を実施しています。学校とは、実習中に先生の来訪時や電話連絡で連
携しています。最終日には、実習生、園長、主任と担当保育士で実習反省会をしています。

<コメント>

園では、人材育成計画で初任者・中堅（前期、後期）・主任・園長の区分で、求められるスキル・
人材像を明示しています。職員は、目標共有シートの「今年度の目標設定」欄で、スキルや経験
に応じた目標を設定することになっています。園長は、職員と年度初めに目標の設定に関する面
談を行い、年度末に目標の達成状況に関する年2回の面談を行っています。そのほか10月頃の
来年度の意向確認面談の時に、目標の達成状況に関する中間面談を行っています。園長は、面
談の際に職員とよく話し合い、一人ひとりのスキルに合わせた達成可能な目標を立てるよう努め
ています。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。

<コメント>

Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。

<コメント>

園長は、労務管理の責任者として、有給休暇の取得や時間外労働の状況を毎月把握していま
す。園では、常勤社員には年間変形労働制を適用しており、均等に有給休暇が取得できるよう
取得率を管理しています。時間外労働は、行事前の準備などで月平均1時間～2時間程度に止
めています。毎年10月頃に保育や業務での悩みなどを確認する職員の意向調査を行い、職員
の率直な声を聞いています。園では、福利厚生としてインフルエンザ予防接種の費用を負担して
います。また、慶弔見舞金制度（結婚・出産祝い金、傷病・災害見舞金、死亡弔慰金）がありま
す。

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。



Ⅱ-３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】 Ⅱ－３－(１)－①
b

【22】 Ⅱ－３－(１)－②
b

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】 Ⅱ－４－(１)－①
b

【24】 Ⅱ－４－(１)－②
b

保育目標に、「地域とのふれあいを通して社会性のある子の育成を目指します」と掲げていま
す。園児は区内の年長児交流や多摩区保育祭り、出初式の見学などに参加しています。また、5
歳児が就学前に地域の小学校との交流会に参加しています。保護者に対し、病後児保育のポス
ターや地域の子ども祭り、生田緑地のイベント等の案内を掲示しています。共働き家庭向け情報
誌、多摩区の子ども相談窓口、多摩区の子育て支援団体紹介、川崎市人権オンブズパーソンの
案内、放課後デイサービス等のチラシを設置し、必要に応じて個別に案内もしています。地域の
人々と園児との交流の機会をさらに増やしていくことが今後の課題となっています。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。

<コメント>

近隣の学校と連携し、小学校5・6年生・中学生・高校生の保育体験の児童生徒を受け入れてい
ます。ボランティア受け入れに関する基本姿勢の明文化は充分ではありませんが、「ボランティア
受け入れマニュアル」の手順に基づいて受入れを行い、活動前に注意点などを伝えています。川
崎市社会福祉協議会で、ボランティア活動ができる施設として紹介してもらっています。今後、ボ
ランティア受入れや地域の学校教育等への協力について、基本姿勢を明確にし、事業計画等に
も記載して職員が共通意識を持って取り組んでいくことが望まれます。

<コメント>

園では、事務、経理、取引等に関するルールを定めた「経理規程」を整備しています。また、物品
購入については、担当職員（衛生関係は看護師、保育材料は主任）を明確にして周知していま
す。園では、毎月収支と銀行口座の残高(口座のコピー)を書面で法人に報告してチェックを受け
ています。法人は、社会福祉法人として監事による決算監査などを受けており、園では関係書類
の提出などを行っています。また、園の財務状況については、法人の税理士による外部チェック
を受けて、公正かつ透明性の高い適正な経営に向けて取り組んでいます。

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている。

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

<コメント>

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われて
いる。

<コメント>

法人は、理念や基本方針、決算情報などは公開していますが、事業計画、事業報告は公開して
いません。第三者評価の受審、受審結果は、園のホームページなどで公表しています。園の苦
情解決体制は、保護者が確認できる所に掲示して公表しています。苦情の内容や改善・対応の
状況は、玄関への掲示や園だよりに記載して公表しています。保育理念・目標は、駐輪場の掲
示板に掲示しています。また、区主催の子育てボランティア向けの講座で園長が挨拶していま
す。園の活動などは、区の展示会でパンフレットを参加者に配布しているほか、区の情報誌「地
域子育て情報BOOK」に掲載して区役所に据え置いています。

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。



【25】 Ⅱ－４－(２)－①
b

【26】 Ⅱ－４－(３)－①
b

【27】 Ⅱ－４－(３)－②
b

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

【28】 Ⅲ－１－(１)－①
b

<コメント>

保育方針で「人権を尊重し、プライバシーを保護することに努めます」とうたっています。「子ども
の人権・権利擁護に関する規定・マニュアル」を定め、川崎市子どもの権利条例を載せ、子ども
の権利保障について掲げています。「保育士の心得」「虐待防止マニュアル」では、体罰および
「見て見ぬふり」を強く禁止しています。主任が中心となって「子どもの人権の尊重」に関する園内
研修を進め、人権擁護のためのセルフチェックリストを用いて各自が保育実践を見直すよう努め
ていますが、園として具体的な実践方法についての実効性のあるマニュアルの整備が求められ
ます。子どもに対して、人を傷付ける言葉を使わないことや相手の気持ちになって考えることを折
に触れわかりやすく伝えており、今後は保護者に対しても園の姿勢をなお一層伝えていくことが
望まれます。外国籍や外国に繋がる子どもも在園しており、英語指導や日常の保育の中で世界
地図、国旗、多様な民族の食べ物や衣装などの知識を伝え、多様性への理解を促しています。

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。

<コメント>

園では非定型就労の保護者、緊急一時利用、保護者のリフレッシュのための一時保育事業を
行っています。また園舎に併設されている子育て支援センターからイベントや講座の際に依頼を
受け、保育士や看護師の派遣をしています。今年度、多摩市民館からの要請で、地域の子育て
ボランティア向けの「子どもの接し方や遊び方講座」に保育士2名を講師として派遣しました。保
育中の散歩の際は子育て支援センターの案内チラシを携行し、近隣の公園で過ごす親子等に紹
介しています。園の見学者から、個別に育児等の相談を受けた場合には、丁寧に応じています。
園の主体的な公益的活動に積極的に取り組むことも今後は期待されます。

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため
の取組を行っている。

<コメント>

園長は多摩区の公私立保育園園長会議、園長・校長連絡会、幼保小連絡会議に参加していま
す。また多摩区の子育て支援会議に、併設の子育て支援センターのセンター長と交代で出席し、
地域で行われている子育て支援の情報交換をしています。虐待等権利侵害を疑われる子どもへ
の対応として、多摩区役所や北部児童相談所に出向いてケース会議を行い協議したり、多摩区
児童家庭課や児童相談所のケースワーカーと電話連絡を取ったりし、課題解決に向け連携して
います。

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ
ている。

<コメント>

多摩区の公私立保育園園長会議、園長・校長連絡会、幼保小連絡会議、子育て支援会議およ
び、社会福祉協議会からの情報をもとに地域の福祉ニーズや課題を理解するように努めていま
す。園長は、自治会などの地域の会合にも今後は積極的に参加していきたいと考えています。

Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。



【29】 Ⅲ－１－(１)－②
c

【30】 Ⅲ－１－(２)－①
b

【31】 Ⅲ－１－(２)－②
a

【32】 Ⅲ－１－(２)－③
b

【33】 Ⅲ－１－(３)－①
b

言葉の未発達な子どもの気持ちの理解に努め、友だちとのやり取りの悩みなどを未解決のまま
翌日に持ち越すことがないように心掛けています。希望制の個人面談を年1回秋に行っており、
さらに希望者や必要と思われる保護者には随時面談を行っています。保護者懇談会を年2回行
い、保護者の意見等は記録して職員全体で共有しています。園長は保護者会総会には毎年出
席しています。運動会などの園行事の際には、毎回行事後に保護者アンケートを実施して感想
や改善の要望などを調査し、行事担当者を中心に問題点や次回に向けた改善点を検討して、ア
ンケート結果と共に園だよりに掲載し次年度につなげています。今回の第三者評価の保護者ア
ンケートでは、行事に限らないこのような満足度調査を望む声も聞かれており、検討が期待され
ます。

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対
応を行っている。

<コメント>

転園の際は必要に応じて健康の記録等を転園先に郵送や直接手渡ししています。卒園の際に
はいつでも相談しに来てもらうよう口頭で伝えています。毎年卒園児に、同窓会「おしゃべり会」
の案内の往復はがきと年賀状を出しています。「おしゃべり会」は毎年夏休みに卒園児を対象に
園ホールにて開催しており、多くの小中学生が参加しています。卒園児の保護者からの、発達に
関して気になることなどの相談にも随時対応しています。

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取
組を行っている。

<コメント>

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極
的に提供している。

<コメント>

区役所で子育てイベントが開催される際には、参加者が手に取れるよう園のパンフレットを置い
ています。パンフレットには、保育目標や日課・年間行事などわかりやすく掲載しているほか、
ホームページでも写真を多用し保育の様子や特長など丁寧に紹介しています。見学希望者に対
し見学会をほぼ通年行っており、毎年100組以上受け入れています。見学の際は4～5組ずつ30
分程度かけて丁寧に説明しています。今年度はコロナ禍のため、一度に見学する家族数を抑
え、一組の人数を大人は一人までと限定するなどして対応しています。

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説
明している。

<コメント>

2月に入園前説明会を行い、重要事項説明書の内容を説明し同意書を得ています。入園前説明
会の際に健康診断と個別面談も行っており、保護者の意向をよく聞き、慣らし保育の「日程調整
表」に記入を行いながら同意を得てすすめています。説明会では保育園生活に必要な物品の見
本を実際に提示し、手に取って確認できるようにしています。外国籍など配慮が必要な保護者に
は、主任や園長も個別面談に加わってより丁寧に説明して理解ができているか確認し、記録を
行っています。また必要に応じ園児用物品の購入できる場所や商品名などの情報も伝えていま
す。今年度はコロナ禍のため、大人数での説明会は行わず個別に対応しました。

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われ
ている。

<コメント>

保育方針に、プライバシー保護を掲げていますが、規程・マニュアル等による具体的な明文化は
されておらず、今後の課題となっています。保育場面において、園児の着替えや排泄の際にはプ
ライバシーに配慮した手順に沿って行っています。園庭での水遊びの際には、ポールを立て目
隠しのシェードを張り巡らせ、外部からの視線を遮り、シャワーの際には直前まで脱衣を行わな
いなどの配慮をしています。身体測定の際は窓のブラインドを閉め、服を脱ぐのが極力短時間に
なるよう小グループ毎に行っています。園児には、「水着を着た時に隠れる部分は人には見せな
い、触らせない」と話をして、プライバシーを守る大切さを伝えており、今後は園の取組について
の保護者への周知も望まれます。

Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。



【34】 Ⅲ－１－(４)－①
b

【35】 Ⅲ－１－(４)－②
b

【36】 Ⅲ－１－(４)－③
b

【37】 Ⅲ－１－(５)－①
b

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。

<コメント>

「事故防止マニュアル」「事故対応マニュアル」を毎年読み合わせするとともに年度末には見直し
をしています。各クラスで発生したヒヤリハット事例は、毎日の会議で必ず伝え合い共有していま
す。事故事例、ヒヤリハット事例は園長、主任が中心となり、重要度に応じて職員間でただちに防
止対策を協議し記録しています。毎年、看護師による水遊びの注意点、心肺蘇生・AEDについて
の研修を全職員対象に行っているほか、重大事故発生時に備え、職員が怪我人病人の対応・連
絡・他児の安全確保等の役割を分担して動けるように研修を行っています。乳幼児の事故・安全
について、及びアレルギー児の対応について、例年は園医による研修を行っていますが、今年
度は新型コロナ禍のために中止しています。

<コメント>

登降園時は個別に対応して保護者と言葉を交わすようにしています。個人面談は保護者の希望
の時間に沿えるように職員のシフトを組んで行っています。個人面談はプライバシーに配慮して
事務所奥の相談室で行い、日常の相談事も前もって希望が伝えられた場合など可能な限り相談
室など落ち着いた場所で行っています。主任は保護者支援に関する必要な研修を受けており、
面談に同席するなど必要に応じ担任とともに保護者支援を行っています。苦情相談窓口および
第三者委員については重要事項説明書に記載し文書も配布していますが、今回の第三者評価
における保護者アンケートからは、これらの周知が充分ではないことがわかりました。今後は苦
情解決の仕組みや相談先についてさらにわかりやすく周知していく工夫が求められます。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速
に対応している。

<コメント>

「苦情解決の仕組み」のマニュアルに基づいて対応しています。意見箱の設置、行事ごとのアン
ケートの実施をしています。行事のアンケートについては、保護者からの意見に基づき改善策を
検討し対応しています。保護者からの相談や意見を受けた保育士はリーダー・主任・園長へ伝え
て必要に応じて職員間で解決に向けて話し合い、保育士が一人で抱えこまないようにしていま
す。今回の第三者評価における保護者アンケートでは、保護者の意見の傾聴や、意見に対する
検討などが充分ではないとの声があがっており、取組の強化が望まれます。

Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

<コメント>

苦情解決の仕組みが整備され、随時対処できる体制になっています。入園の際の重要事項説明
書には苦情相談窓口および第三者委員の連絡先を載せ、登降園時に使用するテラスにも掲示
し、園のホームページにも記載しています。「苦情解決の仕組み」「ご意見・ご要望について」の文
書を保護者に配布し、第三者委員の連絡先、川崎市市民こども未来局保育課と多摩区役所こど
も支援室の連絡先を掲載しています。意見箱を保護者が日々記入する登降園簿のそばに設置
しています。保護者から子どもの人権を尊重した保育について意見が出された際は、ただちに職
員全体で問題を共有し、職員一人ひとりが自分のこととして捉えてよりよい保育を心掛けることを
確認し合い、今後の園内研修等にも反映していくことにしました。保護者からの意見に対する
フィードバック、公表については保護者から充分な理解を得られておらず、今後の検討課題と
なっています。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保
護者等に周知している。



【38】 Ⅲ－１－(５)－②
a

【39】 Ⅲ－１－(５)－③
b

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

第三者評価結果

【40】 Ⅲ－２－(１)－①
b

【41】 Ⅲ－２－(１)－②
b

<コメント>

標準的な実施方法について、育児行為マニュアル、園庭遊びマニュアル、調乳マニュアル等各
保育場面に応じたマニュアルを作成しています。子どもの尊重、プライバシーの保護や権利擁護
に関わる具体的なマニュアルは作成されていませんが、「人権擁護のためのセルフチェックリス
ト」を用いて保育実践に反映させています。経験の浅い保育士については、各クラスのリーダー
職員や場合によっては他クラスのベテラン職員が保育実践の指導に当たっています。園では「自
分でよく考え自分で行動する意欲ある子の育成」を保育目標に掲げて画一的な保育にならない
よう努めており、職員体制が確保できる場合は外遊びの時間に出たくない子どもは室内遊びをし
たり事務所で過ごすなど柔軟な対応を心掛けています。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している。

<コメント>

育児行為マニュアル、園庭遊びマニュアル、調乳マニュアル等各保育場面に応じたマニュアル
は、実態に合わせて定期的に見直しをしています。また、他園との情報交換の中で得られた他園
の問題点や改善点の情報を元に、各マニュアルに反映させています。職員から出された意見や
個人面談で保護者から出された意見をもとに指導計画や行事計画の見直し・改善を行っており、
保育実践に反映させています。

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組
織的に行っている。

<コメント>

地震災害計画、風水害計画を定め、各職員は自衛消防隊組織図に定めた役割に沿って行動す
ることになっています。緊急時には全保護者及び全職員にメールの一斉配信を行い、受信者が
確認ボタンをチェックすることで発信者が既読者を把握できる仕組みになっています。年間防災
訓練計画に基づき、火災・地震・不審者・水害を想定し毎月避難訓練を行い、年1回多摩消防署
宿河原出張所より職員を招いて訓練を行っています。また年1回全園児と全職員対象に、防災頭
巾を被り広域避難場所の宿河原小学校まで徒歩で避難する訓練を実施しています。園外へ散
歩に行く前には防犯のために園児の服装を写真で記録し、職員は位置情報の分かる端末を携
帯しています。防災計画については今後、非常時に地域における福祉施設としての役割を果た
していけるよう、自治会などと連携して計画を整備していくことが望まれます。

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が
提供されている。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の
ための体制を整備し、取組を行っている。

<コメント>

感染症マニュアル、衛生管理マニュアルおよび健康管理マニュアルを整備しており、看護師が内
容を周知しています。感染症が発生した場合は、多摩区の衛生課の基準に従って報告していま
す。感染症についての知識や園内の感染状況について、毎月のほけんだよりで家庭に周知して
います。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、園児や家族に症状が出た場合の対応などにつ
いてもほけんだより等で周知しています。新型コロナウィルス感染予防のため、保育室に空気清
浄機を設置し、階段手すりや職員玄関及び各ドアノブ等共有部分のアルコール消毒を定期的に
実施しています。嘔吐物処理の園内研修を行い、写真入りの処理手順を嘔吐物処理セットととも
に設置しています。



【42】 Ⅲ－２－(２)－①
b

【43】 Ⅲ－２－(２)－②
b

【44】 Ⅲ－２－(３)－①
b

【45】 Ⅲ－２－(３)－②
b

法人の定めた個人情報管理規程及び、園の定めた個人情報に関するマニュアルなどに沿って
記録を管理しています。児童票・健康記録・経過記録等の子どもの記録は個別ファイルに閉じ込
んで事務所内の鍵のかかる書庫に保管しており、事務所・相談室以外への持ち出しを禁止して
います。職員に対して日々、会議などで個人情報保護について繰り返し口頭で伝えています。実
習生、ボランティア等にも個人情報を外部に漏らさないよう周知しています。保護者には入園時
に個人情報の取扱いについて説明し、個人情報使用同意書にサインを得ています。

Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

<コメント>

保育の記録は保育日誌、個別の観察・個人記録、すこやか手帳（健康診断記録）等定められた
様式に記載しています。記録内容は主任、園長が毎日チェックを行い、記載の仕方についての
具体性の足りない部分や分かりにくい部分などは個別に指導しています。記録内容は会議など
で職員間で共有しています。毎日14時に申し送りミーティングを行い、必要な情報を共有してい
ます。毎月の会議などは派遣職員は参加していませんが、会議録を回覧し伝達の漏れがないよ
うにしています。保護者支援等については申し送り用の伝達表を用いて、保護者とのやり取りの
経緯や必要な保護者支援が子どもに関わる職員間で共有されるようにしています。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

<コメント>

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定してい
る。

<コメント>

全体的な計画は主任が中心となり年度末に作成し、それを踏まえて、新年度が始まって子ども
の様子を把握してから各年齢クラスの担当保育士が指導計画を作成しています。期ごと、月ごと
の指導計画や個別指導計画の振り返りは、各年齢クラスや幼児会議、乳児会議等で話し合いな
がら行っています。離乳食やトイレットトレーニングなどは、家庭の意向を計画に反映させていま
す。支援困難ケースの子どもについては療育センターと連携したり、民間の児童発達支援事業
所に通所している園児については通所先の指導計画を保育に反映させたりしています。

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

<コメント>

毎年1月から一年の反省・振り返りを行い、年度末の保護者懇談会、個人面談から保護者の意
向を把握して、必要に応じて事例検討会を行い、指導計画の評価、見直しに繋げています。指導
計画を変更する必要が生じた場合は、すぐに主任、園長、乳児と幼児のリーダーと関係職員で
協議して計画を見直し、変更点については会議などで職員に周知しています。保育の評価、振り
返りについては、各期ごとの振り返りの記載をもとに次の期の計画を記入する様式となってお
り、子どもの現状や課題を踏まえて次の計画を作成しています。

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。


